
【
様
式
１
】マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
の
申
請
書

登

記

申

請

書

登
記
の
目
的

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
権
利
変
換

手
続
開
始

添

付

書

類

公
告
を
証
す
る
書
面
（
注
１
）

代
理
権
限
を
証
す
る
書
面
（
注
２
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
３
）

平
成
何
年
何
月
何
日
申
請

何
法
務
局
何
支
局

申

請

人

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

理
事
長

何

某

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
何

某

不
動
産
の
表
示

（
敷
地
権
の
登
記
が
な
い
場
合
）

（
土
地
の
部
）

所

在

地

番

地

目

地

積

敷
地
利
用
権
の
種
類
（
注
４
）

（
建
物
の
部
）

（
一
棟
の
建
物
の
表
示
）

所

在

建
物
の
番
号

（
専
有
部
分
の
建
物
の
表
示
）

家
屋
番
号

種
類

構
造

床
面
積
㎡

（

）

別

紙



（
敷
地
権
の
登
記
が
あ
る
場
合

（
注
５
）

）

（
建
物
の
部
）

（
一
棟
の
建
物
の
表
示
）

所

在

建
物
の
番
号

（
敷
地
権
の
目
的
た
る
土
地
の
表
示
）

土
地
の

所
在
及
び
地
番

地

目

地

積

符

号

㎡

（
専
有
部
分
の
建
物
の
表
示
）

家
屋
番
号

種
類

構
造

床
面
積

敷
地
権
の
表
示

㎡

土
地
の
符

敷
地
権
の

敷
地
権
の
割

号

種
類

合

（
注
１
）
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
の
施
行
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
四
条
第
一
項
又

。

は
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
公
告
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
官
報
若
し
く
は
公
報
又
は
そ
れ
ら
の
写
し
、
施
行
者
が
個
人
施
行
者
で
あ

る
場
合
は
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

四
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
公
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
官
報
若
し
く
は
公
報
又
は
そ
れ
ら

の
写
し
を
添
付
す
る
。

（
注
２
）
施
行
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
理
事

長
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
。

（
注
３
）
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
登
記
を
受
け
る
場
合
は
非
課
税
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第

七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
記
載
す
る
。

（
注
４
）
敷
地
権
の
登
記
が
な
い
場
合
は
、
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
の
種
類
（
所
有
権
、

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
別
）
及
び
そ
の
権
利
が
持
分
権
又
は
地
上
権
若
し
く
は
賃
借
権
の
場

、

（

「

」
）
。

合
に
あ
っ
て
は

そ
の
登
記
を
特
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る

例

何
番
何
某
持
分
地
上
権

（
注
５
）
敷
地
権
の
登
記
が
あ
る
場
合
は
、
不
動
産
の
表
示
は
、
建
物
の
部
の
記
載
と
し
て
敷
地
権

の
表
示
も
記
載
す
る
。



【
様
式
２
】マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
の
抹
消
の
申
請
書

登

記

申

請

書

登
記
の
目
的

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
の
抹
消

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
設
立
認
可
取
消
（
注
１
）

添

付

書

類

公
告
を
証
す
る
書
面
（
注
２
）

代
理
権
限
を
証
す
る
書
面
（
注
３
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
４
）

平
成
何
年
何
月
何
日
申
請

何
法
務
局
何
支
局

申

請

人

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

清
算
人

何

某
（
注
５
）

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号何

某

不
動
産
の
表
示

（
省
略
・
注
６
）

（
注
１
）
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
九
十

。

八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う

）
の
設
立

。

認
可
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
の
例
で
あ
る
。
組
合
が
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
の
認
可
を
受
け
た
場
合
の
登
記
原
因
は
「
解
散
」
と
、
個
人
施
行
者
が
法
第
五
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
廃
止
の
認
可
を
受
け
た
場
合
の
登
記
原
因
は
「
事
業
廃
止
」

と
、
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
施
行
者
の
施
行
に
つ
い
て
の
認
可
が
取
り
消

さ
れ
た
場
合
の
登
記
原
因
は
「
施
行
認
可
取
消
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
。

（
注
２
）
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
の
施
行
者
が
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
法
第
三
十
八
条
第
六
項
に
定

め
る
公
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
官
報
若
し
く
は
公
報
又
は
そ
れ
ら
の
写
し
、
施
行
者
が
個
人

施
行
者
で
あ
る
場
合
は
、
法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一

項
又
は
法
第
九
十
九
条
第
三
項
に
定
め
る
公
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
官
報
若
し
く
は
公
報
又

は
そ
れ
ら
の
写
し
を
添
付
す
る
。

（
注
３
）
施
行
者
が
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
清
算
人
の
資
格
を
証
す

る
書
面
を
添
付
す
る
。

（
注
４
）
不
動
産
一
個
に
つ
き
千
円
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
十
二

。
た
だ

）
）

し
、
同
一
の
申
請
に
よ
り
二
十
個
を
超
え
る
不
動
産
に
つ
き
、
登
記
の
抹
消
を
受
け
る
場
合

に
は
、
申
請
件
数
一
件
に
つ
き
二
万
円
と
な
る
。

（
注
５
）
施
行
者
が
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
清
算
人
が
申
請
す
る
。

（
注
６
）
不
動
産
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
様
式
１
参
照
。



【
様
式
３
】マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
土
地
に
つ
い
て
の
登
記
の
申
請
書

登

記

申

請

書

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

登
記
の
申
請

（

）

（

）

添

付

書

類

申
請
書
副
本

権
利
変
換
計
画
書

注
１

同
認
可
書

注
１

代
理
権
限
を
証
す
る
書
面
（
注
２
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
３
）

平
成
何
年
何
月
何
日
申
請

何
法
務
局
何
支
局

申

請

人

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

理
事
長

何

某

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号何

某

（
敷
地
利
用
権
が
権
利
変
換
前
も
権
利
変
換
後
も
所
有
権
で
あ
る
場
合
＝
所
有
権
移
転
の

登
記
の
申
請
）

登
記
の
目
的

所
有
権
移
転
（
注
４
）

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
）

課

税

価

格

金
何
円
（
注
７
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
７
）

不
動
産
の
表
示

所

在

何
市
何
町
何
丁
目

地

番

何
番

地

目

宅
地

地

積

何
・
何
平
方
メ
ー
ト
ル

権
利
者
の
表
示
（
注
６
）何
市
何
町
何
番
地

持
分
何
分
の
何

何

某

何
市
何
町
何
番
地

何
分
の
何

何

某



何
市
何
町
何
番
地

何
分
の
何

何

某

義
務
者
の
表
示
（
注
６
）何
市
何
町
何
番
地

持
分
何
分
の
何

何

某

何
市
何
町
何
番
地

何
分
の
何

何

某

何
市
何
町
何
番
地

何
分
の
何

何

某

（
敷
地
利
用
権
が
権
利
変
換
前
は
賃
借
権
で
権
利
変
換
後
に
地
上
権
と
な
る
場
合
＝
地
上
権

の
設
定
の
登
記
の
申
請
）

登
記
の
目
的

何
番
賃
借
権
抹
消

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
８
）

不
動
産
の
表
示

（
省
略
・
前
記
参
照
。
以
下
同
じ

）。

登
記
の
目
的

地
上
権
設
定

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

目

的

建
物
所
有

存

続

期

間

何
拾
年

地

代

壱
平
方
メ
ー
ト
ル
壱
年
何
円

支

払

期

毎
年
何
月
何
日

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

課

税

価

格

金
何
円
（
注
９
）



登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
９
）

不
動
産
の
表
示

（
省
略
）

（
敷
地
利
用
権
が
権
利
変
換
前
は
地
上
権
で
権
利
変
換
に
賃
借
権
と
な
る
場
合
＝
賃
借
権
の

設
定
の
登
記
の
申
請
）

登
記
の
目
的

何
番
地
上
権
抹
消

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注

）
10

不
動
産
の
表
示

（
省
略
）

登
記
の
目
的

賃
借
権
設
定

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

目

的

建
物
所
有

借

賃

壱
月
何
円
（
又
は
「
壱
平
方
メ
ー
ト
ル
壱
月
何
円

）」

支

払

期

毎
月
末
日

存

続

期

間

平
成
何
年
何
月
何
日
か
ら
何
年
（
又
は
「
何
年

）」

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

課

税

価

格

金
何
円
（
注

）
11

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注

）
11

不
動
産
の
表
示

（
省
略
）

（
敷
地
利
用
権
が
権
利
変
換
前
も
権
利
変
換
後
も
地
上
権
で
あ
る
場
合
＝
地
上
権
の
移
転

の
登
記
の
申
請
）



登
記
の
目
的

何
番
地
上
権
移
転

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

課

税

価

格

金
何
円
（
注

）
12

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注

）
12

不
動
産
の
表
示

（
省
略
）

（
敷
地
利
用
権
が
権
利
変
換
前
も
権
利
変
換
後
も
賃
借
権
で
あ
る
場
合
＝
賃
借
権
の
移
転

の
登
記
の
申
請
）

登
記
の
目
的

何
番
賃
借
権
移
転

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略
）

課

税

価

格

金
何
円
（
注

）
13

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注

）
13

不
動
産
の
表
示

（
省
略
）

（
担
保
権
等
登
記
の
申
請
）

登
記
の
目
的

何
番
（
何
番
…
）
抵
当
権
抹
消
（
注

）
14

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
権
利
変
換
（
注
５
）

権

利

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略

（
注

）

）

15

義

務

者

後
記
の
と
お
り
（
注
６
・
後
記
省
略

（
注

）

）

15

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注

）
16

不
動
産
の
表
示

（
省
略

（
注
８
）

）



登
記
の
目
的

何
某
持
分
抵
当
権
設
定

権
利
変
換
前
の
登
記
の
申
請
書
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号

昭
和
何
年
何
月
何
日
受
付
第
何
号
（
注

）
17

（

）

原

因

昭
和
何
年
何
月
何
日
金
銭
消
費
貸
借
昭
和
何
年
何
月
何
日
設
定

注
18

（
平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
権
利
変
換

（
注
５
）

）

債

権

額

金
何
万
円

利

息

年
何
％

損

害

金

年
何
％

債

権

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
何

某

抵

当

権

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
何

某

設

定

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
何

某

課
税
価
格

金
何
円
（
注

）
19

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注

）
19

不
動
産
の
表
示

（
省
略
）

（
注
１
）
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
。

（
注
２
）
施
行
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
理
事

長
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
。

（
注
３
）
所
有
権
の
移
転
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
二

）
等
申
請
す
る
登
記
の
登
録

）

免
許
税
の
合
算
額
を
記
載
す
る
。
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
登
記
を
受
け
る

場
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
に
規
定
す
る
参
加

組
合
員
が
取
得
す
る
権
利
に
関
す
る
登
記
を
除
き
、
非
課
税
と
な
る
（
租
税
特
別
措
置
法
第

七
十
五
条
第
一
項
第
三
号

。
こ
の
場
合
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
三

）

号
」
と
記
載
す
る
。

（

）

、

注
４

共
有
の
不
動
産
の
所
有
権
を
そ
の
共
有
者
全
員
か
ら
一
括
し
て
同
時
に
移
転
し
た
場
合
は

「
共
有
者
全
員
持
分
全
部
移
転
」
と
記
載
す
る
。

（
注
５
）
原
因
日
付
と
し
て
、
権
利
変
換
期
日
を
記
載
す
る
。

（
注
６
）
登
記
権
利
者
又
は
登
記
義
務
者
が
複
数
の
場
合
は
、
申
請
書
の
末
尾
（
不
動
産
の
表
示
の

次
）
又
は
別
紙
に
記
載
し
て
差
し
支
え
な
い
。

（
注
７
）
課
税
価
格
と
し
て
、
土
地
の
登
記
の
申
請
時
の
価
格
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課

税
価
格
の
千
分
の
二
十
（
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
千
分
の
十
）
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一

第
一
号
（
ニ
）
ハ
参
照

。）

（
注
８
）
不
動
産
一
個
に
つ
き
千
円
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
十
二

。
た
だ

）
）

し
、
同
一
の
申
請
に
よ
り
二
十
個
を
超
え
る
不
動
産
に
つ
き
、
登
記
の
抹
消
を
受
け
る
場
合



に
は
、
申
請
事
件
数
一
件
に
つ
き
二
万
円
と
な
る
（
以
下
抹
消
の
登
記
に
つ
い
て
同
じ

。
。
）

（
注
９
）
課
税
価
格
と
し
て
、
土
地
の
登
記
の
申
請
時
の
価
格
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課

税
価
格
の
千
分
の
十
（
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一

日
か
ら
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
千
分
の
五
）
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第

一
号
（
三
）
イ
参
照

。）

（
注

）
不
動
産
一
個
に
つ
き
千
円
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
十
二

。
）
）

10

（
注

）
課
税
価
格
と
し
て
、
土
地
の
登
記
の
申
請
時
の
価
格
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課

11
税
価
格
の
千
分
の
十
（
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一

日
か
ら
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
千
分
の
五
）
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第

一
号
（
三
）
イ
参
照

。）

（
注

）
課
税
価
格
と
し
て
、
地
上
権
の
目
的
で
あ
る
土
地
の
価
額
に
そ
の
移
転
す
べ
き
持
分
の
割

12
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課
税
価
格
の
千
分
の
十
（
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
は
千
分
の
五
）
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
三
）
ニ
参
照

。）

（
注

）
課
税
価
格
と
し
て
、
賃
借
権
の
目
的
で
あ
る
土
地
の
価
額
に
そ
の
移
転
す
べ
き
持
分
の
割

13
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課
税
価
格
の
千
分
の
十
（
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
は
千
分
の
五
）
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
三
）
二
参
照

。）

（
注

）
抹
消
す
べ
き
権
利
の
登
記
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
抹
消
の
登
記
の
申
請
は
一
括
し

14

。

。

て
記
載
し
て
差
し
支
え
な
い

ま
た
次
の
と
お
り
表
形
式
で
記
載
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

（
複
数
の
抵
当
権
等
の
登
記
の
抹
消
を
す
る
場
合
の
例
）

順
位
番
号

登
記
の
目
的

義
務
者
（
注

に
よ
り
省
略
可
）

15

甲
区
何
番

差
押
抹
消

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

乙
区
何
番

抵
当
権
抹
消

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

乙
区
何
番

抵
当
権
抹
消

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

乙
区
何
番

根
抵
当
権
抹
消

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

（
注

）
権
利
変
換
前
の
担
保
権
等
の
登
記
が
申
請
さ
れ
た
際
の
申
請
書
の
受
付
年
月
日
及
び
そ
の

15
日
付
（
平
成
何
年
何
月
何
日
受
付
第
何
号
）
の
記
載
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
記
載
を

要
し
な
い
。

（
注

）
不
動
産
一
個
に
つ
き
千
円
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
十
二

。
）
）

16

（
注

）
権
利
変
換
前
の
担
保
権
等
の
登
記
が
申
請
さ
れ
た
際
の
申
請
書
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受

17
付
番
号
を
記
載
す
る
。

（
注

）
権
利
変
換
前
の
担
保
権
等
の
登
記
の
登
記
原
因
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
す
る
。

18

（
注

）
課
税
価
格
と
し
て
、
債
権
金
額
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課
税
価
格
の
千
分
の
四

19
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
五
）
参
照

。）



マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す

【様
式
４
】

る
政
令
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
権
が
敷
地
権
で
な
い
権
利
と
な
っ
た
こ
と
に
よ

の
申
請
書

る
登
記

登

記

申

請

書

登
記
の
目
的

区
分
建
物
表
示
変
更
登
記

登
記
の
原
因
及
び
そ
の
日
付

平
成
何
年
何
月
何
日
（
注
１
）
非
敷
地
権

添
付
書
類

申
請
書
副
本

権
利
変
換
計
画
書
（
注
２
）

同
認
可
書
（
注
２
）

代
理
権
限
を
証
す
る
書
面
（
注
３
）

平
成
何
年
何
月
何
日
申
請

何
法
務
局
何
支
局

申
請
人

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

理
事
長

何

某

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
何

某

不
動
産
の
表
示

（
一
棟
の
建
物
の
表
示
）

所

在

建
物
の
番
号

（
敷
地
権
の
目
的
た
る
土
地
の
表
示
）

土
地
の

所
在
及
び
地
番

地

目

地

積

符

号

㎡

（
専
有
部
分
の
建
物
の
表
示
）

家
屋
番
号

種
類

構
造

床
面
積

敷
地
権
の
表
示

㎡

土
地
の
符

敷
地
権
の

敷
地
権
の
割



号

種
類

合

（
注
１
）
原
因
日
付
と
し
て
、
権
利
変
換
期
日
を
記
載
す
る
。

（
注
２
）
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
。

（
注
３
）
施
行
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
理
事

長
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
。



【
様
式
５
】マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る

政
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
滅
失
に
係
る
登
記
の
申
請
書

登

記

申

請

書

登
記
の
目
的

区
分
建
物
滅
失
登
記

登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付

平
成
何
年
何
月
何
日
取
毀

添
付
書
類

申
請
書
副
本

権
利
変
換
計
画
書
（
注
１
）

同
認
可
書
（
注
１
）

代
理
権
限
を
証
す
る
書
面
（
注
２
）

平
成
何
年
何
月
何
日
申
請

何
法
務
局
何
支
局

申

請

人

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

理
事
長

何

某

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号何

某

不
動
産
の
表
示

（
一
棟
の
建
物
の
表
示
）

所

在

建
物
の
番
号

（
専
有
部
分
の
建
物
の
表
示
）

家
屋
番
号

種
類

構
造

床
面
積
㎡

（
注
１
）
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
。

（
注
２
）
施
行
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
理
事

長
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
。



【
様
式
６
】マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
登
記
の
申
請
書

登

記

申

請

書

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登

記
の
申
請

添
付
書
類

申
請
書
副
本

権
利
変
換
計
画
書
（
注
１
）

同
認
可
書
（
注
１
）

建
物
図
面

各
階
平
面
図

所
有
権
証
明
書
（
注
２
）

住
所
証
明

書
規
約
証
明
書
（
注
３
）

共
同
担
保
目
録

代
理
権
限
を
証
す
る
書
面
（
注
４
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
５
）

平
成
何
年
何
月
何
日
申
請

何
法
務
局
何
支
局

申

請

人

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
理
事
長

何

某

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

登
記
の
目
的

区
分
建
物
表
示
登
記

登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付

平
成
何
年
何
月
何
日
新
築

登
記
の
目
的

区
分
建
物
共
用
部
分
た
る
旨
の
登
記

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
規
約
設
定

不
動
産
の
表
示

後
記
の
と
お
り

登
記
の
目
的

所
有
権
保
存

所

有

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号何

某

課

税

価

格

金
何
円
（
注
６
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
６
）

不
動
産
の
表
示

後
記
の
と
お
り



登
記
の
目
的

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
八
条
第
一
項

の
先
取
特
権
の
保
存

原

因

平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
先
取
特
権
発
生
（
注
７
）

清
算
金
の
予
算
額

金
何
円

債
務
者
（
義
務
者
）

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号
何

某

先
取
特
権
者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

理
事
長

何

某

又
は
何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

課

税

価

格

金
何
円
（
注
８
）

登
録
免
許
税

金
何
円
（
注
８
）

不
動
産
の
表
示

後
記
の
と
お
り

登
記
の
目
的

何
某
持
分
抵
当
権
設
定
（
注
９
）

権
利
変
換
前
の
登
記
の
申
請
書
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号

昭
和
何
年
何
月
何
日
受
付
第
何
号
（
注

）
10

原

因

昭
和
何
年
何
月
何
日
金
銭
消
費
貸
借
契
約
昭
和
何
年
何
月
何
日
設
定
（
注

）
11（
平
成
何
年
何
月
何
日
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法

律
第
に
よ
る
権
利
変
換

（
注

）

）

12

債

権

額

金
何
万
円

利

息

年
何
％

損

害

金

年
何
％

債

務

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

抵

当

権

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某

設

定

者

何
市
何
町
何
丁
目
何
番
何
号

何

某



課
税
価
格

金
何
円

（
注

）
13

登
録
免
許
税

金
何
円

（
注

）
13

不
動
産
の
表
示

（
後
記
の
と
お
り
）

不
動
産
の
表
示

一

所

在

棟の

建
物
の
番
号

何
マ
ン
シ
ョ
ン

建物

構

造

床

面

積

原
因
及
び
そ
の
日

の

㎡

付

表示敷地

土
地
の

所
在
及
び
地
番

地

目

地

積

原
因
及
び

権

符

号

㎡

そ
の
日
付

の目的たる土地の表示

(

注

)14
区

家

屋

番

建

物

の

主

た

る

種
類

構
造

床
面
積

原

因

及

分

号

番
号

建

物

又

び

そ

の

建

は

附

属

日
付

物

建
物

㎡

の表

鉄

筋

コ

ン

平

成

何

示

何
号

主

居
宅

ク

リ

ー

ト

○
○

○
○

年

何

月

造

何

階

建

何

日

新

て

築

何
階
部

平

成

何

鉄

筋

コ

ン

分

年

何

月

何
号

居
宅

ク

リ

ー

ト

○
○

○
○

何

日

規

造

何

階

建

約

設

定



て

共

用

部

分（
注

)15

土
地
の

敷
地
権
の
種
類

敷
地
権
の
割
合

原
因
及
び
そ
の
日
付

敷

符

号

地権の表示注

)

（

14

（
注
１
）
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
。

（
注
２
）
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
工
事
の
完
了
の
公
告
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
す
る
。

（
注
３
）
共
用
部
分
た
る
旨
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
共
用
部
分
と
す
る
規
約
の
設
定
を
証

す
る
書
面
を
添
付
す
る
。

（
注
４
）
施
行
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
理
事

長
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
。

（
注
５
）
所
有
権
の
保
存
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
一

）
等
申
請
す
る
登
記
の
登
録

）

免
許
税
の
合
算
額
を
記
載
す
る
。
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
登
記
を
受
け
る

場
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

）。

第
十
七
条
に
規
定
す
る
参
加
組
合
員
が
取
得
す
る
権
利
に
関
す
る
登
記
を
除
き
、
非
課
税
と

な
る
（
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
四
号

。
こ
の
場
合
は
「
租
税
特
別
措
置

）

法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
と
記
載
す
る
。

（
注
６
）
課
税
価
格
と
し
て
、
建
物
の
登
記
申
請
時
の
時
価
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課
税

価
格
の
千
分
の
四
（
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一
日

か
ら
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
千
分
の
二
）
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一

号
（
一
）
参
照

。）

（
注
７
）
原
因
日
付
と
し
て
、
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
建
築
工
事
の
完
了
の
公
告
の
年
月
日
を

記
載
す
る
。

（
注
８
）
課
税
価
格
と
し
て
、
清
算
金
の
予
算
額
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課
税
価
格
の
千

分
の
四
で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
五
）
参
照

。）

（
注
９
）
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
に
抵
当
権
が
複
数
設
定
さ
れ
て
い
た
場
合
な
ど
、
目
的

を
同
一
と
す
る
数
個
の
担
保
権
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
登
記
を
す
べ
き
順
序
に
従
っ
て
登
記

事
項
を
記
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
記
ご
と
に
原
因
の
記
載
を
す
る
。

（
注

）
権
利
変
換
前
の
担
保
権
等
の
登
記
が
申
請
さ
れ
た
際
の
申
請
書
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受

10
付
番
号
を
記
載
す
る
。

（
注

）
権
利
変
換
前
の
担
保
権
等
の
登
記
の
登
記
原
因
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
す
る
。

11

（
注

）
原
因
日
付
と
し
て
、
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
建
築
工
事
の
完
了
の
公
告
の
年
月
日
を

12
記
載
す
る
。

（
注

）
課
税
価
格
と
し
て
、
債
権
金
額
を
記
載
す
る
。
登
録
免
許
税
は
、
課
税
価
格
の
千
分
の
四

13

で
あ
る
（
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
一
号
（
五
）
参
照

。）

（
注

）
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
敷
地
権
の
表
示
の
あ
る
建
物
の
表
示
の
登
記
を
申
請

14

す
る
場
合
に
記
載
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
は
建
物
の
登
記
用
紙
で
敷
地
利
用
権
上
の

担
保
権
を
公
示
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
共
同
担
保
目
録
の
添
付
は
不
要
で
あ
る
。

（
注

）
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
共
用
部
分
た
る
旨
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合
に
記
載

15

す
る
。


